
小山町小規模修繕参加登録申請要領 
 

１ 目的 

  この要領は、小山町が発注する小規模修繕の契約について、町内に主たる事業

所を有する事業者及び町内に住所を有する個人事業主の受注機会を拡大し、積極

的に活用することによって町内経済の活性化に資することを目的とする。 

２ 参加資格 

  小規模修繕参加登録（以下「登録」という。）の申請ができる者は、次に掲げ

る全てに該当するものとする。 

 （１）町内に主たる事業所を有する法人又は町内に住所を有する個人事業主 

 （２）建設工事競争入札の参加に必要な資格審査の申請をされていない者 

 （３）登録をしようとする業種について、登録しようとする年の１月１日現在に

おいて引き続き２年以上事業を営んでいる者 

 （４）町税及び町に納入すべき料金等（以下「町税等」という。）について、滞

納のない者 

３ 登録の申請 

  登録を受けようとする者は、小山町小規模修繕参加登録申請書（様式第１号）

に以下の書類を添付して申請しなければならない。 

 （１）登記事項証明書又はその写し（個人事業主の場合は代表者の身分証明書） 

（２）希望する業種を履行するために許可等が必要な場合、許可等を受けている

ことを証明する書類又はその写し 

 （３）最新年度分の町税等の滞納がない証明書又はその写し 

 （４）その他町長が必要と認める書類 

４ 申請書の提出期間 

  小山町企画総務部総務課にて随時受付 

５ 登録期間 

  令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで（５年間） 

６ 登録者の取扱い 

  町は、申請書の審査を行い、小山町小規模修繕参加登録名簿（以下「登録名

簿」という。）に登載し、庁内に公開するとともに一般にも閲覧により公開して、

該当する契約に係る業者選定に際して見積り参加機会を与えるよう努めるものと

する。 

 

 



７ 対象となる契約等 

契約金額が５０万円未満で、軽易かつ履行の確保が容易である修繕に限る。な

お、契約を一括して他人に請け負わせる一括下請けは認めない。 

８ 見積徴取 

  発注課は、原則２人以上から見積書を徴するものとする。ただし、契約の目的

または性質等により、契約の相手方が特定される場合においては、１人の者から

見積書を徴することができる。 

９ 代金支払 

  代金の支払いは、履行完成後に行う検査に合格後、請求に基づき支払う。支払

時期は、正当な請求を受けた日から３０日以内とし、前払い及び部分払いの支払

いはしない。 

１０  登録の変更 

  登録を受けた者は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、直ちに

小山町小規模修繕参加登録変更届（様式第２号）をもって届け出るものとする。 

 （１）氏名、法人名称又は代表者を変更するとき。 

 （２）住所、所在地又は電話番号等を変更するとき。 

 （３）登録希望業種を変更するとき。 

１１  登録の抹消 

  登録を受けた者は、登録の抹消をしようとするとき又は参加資格要件を満たさ

なくなったときは、直ちに小山町小規模修繕参加登録抹消届（様式第３号）をも

って届け出るものとする。 

１２ 登録の取消し 

   町長は、登録名簿に登載された者が、受注又は履行に関し、不正又は不誠実な

行為等があったと認められたときは、登録を取り消すことができる。 

１３ その他 

この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。 


